
 

 

第２期川上村子ども・子育て支援事業計画 

概要版 

 
～すべての子ども・保護者が 

「川上村に誇りを持ち、川上村で暮らし続けたい、子どもを生み育てたい」 

と思えるような環境づくりをめざして～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 奈良県川上村 

 

 

子育て世帯の生活が多様化する中、働き方の改革、共働き世帯の増加等による

教育・保育ニーズの増大、さらには子どもをとりまく虐待や貧困などに対応し

て、すべての子どもと子育て世帯が安心して子育てすることができる、教育・保

育環境づくりをさらに充実することを目的に計画するものです。  

計画策定の目的 

 

 

令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。 

計画の期間 
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計画策定の背景と趣旨 

川上村では、これまで平成２７年度から令和元年度までの計画である「川上村子ども・子育て支援事業計画」を

策定し、子ども・子育て支援事業を展開してきました。今回、事業計画の更新をむかえるにあたり、「川上村保育

園並びに義務教育学校施設整備事業」を中心とする「教育」に重点をおいた子育て支援施策を推進中であること、

村民生活の多様化により子育て支援ニーズが日々変化していることを踏まえ、「川上村子ども・子育て会議」を中

心に議論を重ね、『第２期川上村子ども・子育て支援事業計画』を策定しました。 

 

 

本村の子ども・子育てを取り巻く状況 
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本村の出生数は、増減を繰り返し推

移しており、平成 27 年度には 0 人と

なったものの、令和元年度には 7 人と

なっています。 

出生数の状況 

 

 

本村の就学前児童数は 20 人台で推

移していましたが、平成 30 年では 31

人、平成 31 年では 35 人になってい

ます。 

小学校の児童数は増減を繰り返し、

平成 31 年では 23 人となっています。 

中学校の生徒数は平成 28 年から横

ばいだったものの、平成 31 年では 16

人となっています。 

就学前児童・小学校児
童・中学校生徒の推移 

 

 

本村では 35～39 歳が 86.7％と、

県や国の労働力率に見られる落ち込

みがなく、25 歳から 54 歳にかけて

比較的高い労働力率を保っています。

（グラフ内の数値は本村の女性の労

働力率） 

女性の労働力率 
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アンケート調査（令和元年９月調査）（一部抜粋） 

就学前児童、小学生及び中学生 75 人の保護者を対象に調査し、回答結果をとりまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「子どもの教育に関すること」

の割合が最も高く 64.6％(31件)

と６割強を占めており、次いで

「仕事や自分のやりたいことが

十分できない」が 39.6％（19 件)

などとなっています。 

育児・子育てへの悩み・不安・ 

気になること(複数回答) 

 

 

「公園など、安心して遊べる場

所が少ない」の割合が最も高く

64.6％ (31 件 )と６割強を占め

ており、次いで「暗い道や見通し

のきかない所が多い」が 37.5％

(18 件)などとなっています。 

地域の子育て環境の 

問題点(複数回答) 

 

 

おおむねすべての項目で４割

以上を占め、「児童手当などの経

済的援助」の割合が最も高く

77.1％(37 件)と８割弱を占めて

おり、次いで「一時預かりサービ

スの充実」が 70.8％(34 件)など

となっています。 

子育て支援に有効な 

施設・サービス(複数回答) 

(Ｎ＝48)

育児や子育ての方法がよくわからない

子どもとの接し方に自信が持てない

子どもとの時間を十分にとれない

話し相手や相談相手がいない

仕事や自分のやりたいことが十分できない

子どもの保育に関すること

子どもの教育に関すること

友だち付き合い（いじめ等を含む）

登校拒否・不登校などの問題

子育てに関する配偶者などの協力が少ない

配偶者などと子育ての意見が合わない

子育てについて、周りの見る目が気になる

配偶者などの他に子育てを手伝ってくれる人がいない

子育て支援サービスの内容などがよくわからない

子育てに伴う経済的な負担が大きい

特にない

その他

不　明
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歩道が少なく道幅が狭い

暗い道や見通しのきかない所が多い

オムツの交換などが出来るトイレが少ない

公園など、安心して遊べる場所が少ない

周囲の人が子ども連れを迷惑そうに見る

困っている時に手を貸してくれる人が少ない

村内外のイベント情報が少ない

特に困ることや困ったことはない

その他

不　明
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(Ｎ＝48)

子育て支援に関する情報提供

妊娠・出産などの保健医療体制の整備

子育ての不安や悩みなどの相談支援体制

地域の相互扶助体制の整備

平日に利用できる保育サービス

土日や夜間などに利用できる保育サービス

一時預かりサービスの充実

仕事と子育てが両立しやすい環境の整備

学力、人間性、体力を育成する教育環境の整備

子どもが健全に育つための対策の充実

乳幼児連れでも活動しやすいまちづくり

子育て家庭のための住宅施策の推進

児童手当などの経済的援助

特にない

わからない

その他

不　明
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〇就学前未就園児の保護者対象 

生後 10ヶ月からの就学前まで

の未就園児を対象とした「一時預

かり」について、「利用したい」の

割合が最も高く 58.3％(14 件)

と６割弱を占めています。  

やまぶき保育園の 

一時預かりの利用意向 

 

 

〇小学生の保護者対象 

「自然観察会や天体観察会等

の野外活動」と「スポーツ活動」

の割合が最も高く、各 71.4％

(10 件)と７割強を占めており、

次いで「地域の人たちとの交流」

が 64.3％(９件)などとなってい

ます。 

夏季休業中に学童保育所等で実

施が必要と思う事業(複数回答) 

 

 

〇中学生の保護者対象 

「公共塾（役場の運営による勉

強やスポーツ等を村内で学べる

塾）」の割合が最も高く、60.0％

(６件)と６割を占めており、次い

で「いろいいろなスポーツができ

る体育館や運動場」50.0％(５件)

などとなっています。 

学校と家以外の放課後に過ごし

て欲しい場所(複数回答) 

(Ｎ＝24)

利用したい

利用する必要はない

わからない

不　明
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(Ｎ＝14)

地域の人たちとの交流

自然観察会や天体観察会等の野外活動

スポーツ活動

陶芸・絵画等の芸術活動

演劇・吹奏楽等の文化活動の鑑賞

博物館・美術会等の特別展等の見学

特にない

わからない

その他

不　明
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71.4

71.4

35.7
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50.0
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0.0
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(Ｎ＝10)

いろいろなスポーツができる体育館や運動場

ひとりでも安心して過ごすことのできる場所

緑がたくさんある公園や広場

音楽鑑賞やバンド活動などができる場所

公共塾（役場の運営による勉強やスポーツ等を村内で学べる塾）

子どもから高齢者まで触れ合える場所

静かに勉強ができる場所

ひとりでも家族や友だちに話せない悩みの相談に行ける場所

気軽におしゃべりができる場所

ゲームやパソコンができる場所

特にない

わからない

その他

不　明
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計画の基本理念 
 

都市にはない豊かな暮らしの中で みんなで育む子どものみらい 

◆「都市にはない豊かな暮らし」とは、特別に新たなことを考えるのではなく、自然の中で生きてき

た本村本来の資源を磨き、それを活かす暮らしです。  

◆その実現に向かって、みんなが村づくりや子ども・子育てを支えあい、共感し、次世代に伝えてい

く日々が、本村の求める暮らしであり、豊かな暮らしなのです。  

◆「川上村に誇りを持ち、川上村で暮らし続けたい、子どもを生み育てたい」と思えるような環境づ

くりをめざし、すべての家庭で、安心して妊娠や出産にのぞみ、子育てに取り組むことができるよ

う、妊娠期から子育てまで切れ目のない支援を行います。 

◆また、家庭、保育園、小中学校や地域などの様々な場や機会で交流を図り、たくましく、健やかで

個性豊かな子どもを育むことができるよう、村全体で子どもを見守りながら、教育・保育ニーズの

多様化に対応した質の高い教育・保育を提供し、支援を行います。  

 

基本目標と基本施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1) 子育てしやすい居住環境づくり  

(2) 子どもも出かけやすい環境づくり  

(3) 子どもの居場所や遊び場の充実  

(4) 交通安全対策の充実 

(5) 防犯・防災対策の推進 

都
市
に
は
な
い
豊
か
な
暮
ら
し
の
中
で 

み
ん
な
で
育
む
子
ど
も
の
み
ら
い 

(1) 保育事業・サービスの充実  

(2) 子育て世帯の交流機会の充実 

(3) 相談・情報提供体制の確立  

(4) 経済的支援の充実 

(1) 就労環境改善への働きかけ  

(2) 就業支援の充実と働く場の育成  

(3) 男女共同参画の推進 

(4) 子育てのための就労支援 

(1) 母子保健の充実 

(2) 小児医療の充実 

(3) 食育の推進 

(4) 思春期保健対策の推進 

(1) 幼児教育・学校教育の充実  

(2) 家庭教育の充実 

(3) 地域での学習・体験・活動の充実  

(4) 子どもの交流活動の促進 

基本理念         基本目標                基本施策 

(1) 虐待や要保護児童への対応の促進  

(2) ひとり親家庭への支援の推進  

(3) 障がいのある子どもとその家庭への支援の推進  

１．地域における子育て

支援の継続と充実 

２．仕事と子育てが両立

できる環境づくり 

３．安心して生み育てら

れる子育て支援体制づ

くり 

４．たくましく健やかな

子どもを育む教育・保

育環境づくり 

５．安全で安心して暮ら

せる生活環境づくり 

６．配慮を必要とする子

どもと子育て世帯への

支援の充実 
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目標実現のための施策 
 
 

 

(1) 保育事業・サービ

スの充実 

〇通常保育事業（８:00～16:00） 

〇時間外保育（延長保育）事業 

（16:00～19:00） 

〇一時預かり事業 

〇放課後児童健全育成事業 

（学童保育／放課後児童クラブ） 

〇未就園児の一日体験入園 

〇園庭開放 

〇保育のための人材の確保 

〇保育園制服購入費補助 

(2) 子育て世帯の交

流機会の充実 

〇地域子育て支援拠点事業 

〇その他の交流事業 
 

(3) 相談・情報提供体

制の確立 

〇子どもや子育てに関する情報の積極的な提供 

〇地域子育て支援拠点事業（再掲） 

〇子どもや子育てに関する総合的な窓口の明確化 

(4) 経済的支援の充実 

〇保育料無償化 

〇児童手当の支給 

〇川上村子育て応援手当 

〇奨学生条例 

〇子ども祝い金交付 

〇出産記念品交付 

〇小・中学校教材等無償化 

〇川上村高校生通学費補助金 

 

 

 

(1) 就労環境改善へ

の働きかけ 
〇就労環境の改善 

(2) 就業支援の充実

と働く場の育成 

〇就業支援 

〇地域の産業振興 

(3) 男女共同参画の

推進 
〇男女共同参画の啓発 

(4)子育てのための就

労支援 
〇子育てを支援する各種制度の情報提供の推進 

 

 

 

(1) 母子保健の充実 

〇母子健康手帳の交付 

〇乳児家庭全戸訪問事業 

〇乳幼児健診 

〇育児教室「健診前教室」 

〇むし歯予防教室・フッ素塗布 

〇フッ化物洗口 

〇妊婦健康診査支援事業 

〇妊娠判定受診料補助 

〇不妊治療・不育治療の助成 

〇予防接種等助成 

(2) 小児医療の充実 

〇小児医療における広域連携の推進 

〇救急搬送体制 

〇小児医療に関する情報提供 

〇乳幼児・児童・生徒の医療費助成 

〇ひとり親家庭等医療費助成 

〇新生児聴覚検査費助成 

〇小中高生のインフルエンザ予防接種 

(3) 食育の推進 
〇地産地消による給食の推進 

〇親子料理教室の開催 

〇食育施策の推進 

(4) 思春期保健対策

の推進 
〇性に関する正しい知識の普及  

  

１．地域における子育て支援の継続と充実 

２．仕事と子育てが両立できる環境づくり 

３．安心して生み育てられる子育て支援体制づくり 
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(1) 幼児教育・学校教

育の充実 

〇保育園並びに義務教育学校の整備 

〇保育園と小学校との連携体制の充実 

〇幼児教育の充実 

〇学校教育の充実 

〇郷土教育の推進 

〇職業体験学習の推進 

〇保育所、小・中学校における心と体の

学習の充実 

〇公共塾の整備 

(2) 家庭教育の充実 〇家庭教育学級  

(3) 地域での学習・体

験・活動の充実 

〇親子・子どもの地域体験会の開催 

〇青少年のスポーツ振興 

〇図書館事業 

〇習い事に対する助成 

(4) 子どもの交流活

動の促進 

〇高齢者と園児のふれあい事業 

〇村外園児との交流活動 

〇小・中学生の交流活動 

 

 

 

(1) 子育てしやすい

居住環境づくり 

〇村営住宅建設 

〇住まいるネット事業 

〇定住促進に関する奨励金の交付 

(2) 子どもも出かけ

やすい環境づくり 
〇やまぶきバス・タクシーの運行や助成の実施 

(3) 子どもの居場所

や遊び場の充実 

〇小・中学校の開放 

〇園庭開放（再掲） 
 

(4) 交通安全対策の

充実 

〇交通安全施設設置・補修事業 

〇交通安全教室の実施 
 

(5) 防犯・防災対策の

推進 

〇子ども 110 番の家 

〇保育所、小・中学校での防犯対策 

〇防犯灯設置補修事業 

〇子どもたちへの防犯指導 

〇防犯ブザーの貸与 

〇防災対策の推進 

 

 

 

(1) 虐待や要保護児

童への対応の促進 
〇虐待防止と早期対応のための連携  

(2) ひとり親家庭へ

の支援の推進 

〇母子寡婦福祉会の開催 

〇情報提供・相談支援 
 

(3) 障がいのある子

どもとその家庭へ

の支援の推進 

〇障がいのある子どもの受け入れの推進 

〇障がいのある子どもとその家庭への相談支援 

〇特別支援教育・保育の推進 

 

 

 

 

 

 

  

４．たくましく健やかな子どもを育む教育・保育環境づくり 

５．安全で安心して暮らせる生活環境づくり 

６．配慮を必要とする子どもと子育て世帯への支援の充実 
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推進施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の進行体制と進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園並びに義務教育学校を事業活動拠

点の１つとし、子どもたちがひとつ屋根の

下で育ち、遊び、学ぶ環境を整え、村独自

の特色ある教育・保育の 15 年間を切れ目

なく見守り、育みます。 

また、０歳からの育ちを大切にし、村、

事業を担う事業者や保護者間での多様な課

題や情報の共有化を図りながら、本村の子

ども・子育て支援事業を適切かつ有効に実

施できるよう、教育・保育の一体的提供と

連携を推進します。 

保育園並びに義務教育学校と 
教育・保育の一体的提供及び連携推進 

 

第２期川上村子ども・子育て支援事業計画【概要版】 
 

発  行：川上村 

編  集：住民福祉課 

発行年月：令和２年３月 

所 在 地：〒639-3594 

奈良県吉野郡川上村大字迫 1335 番地の７ 

T E L：0746-52-0111 

F A X：0746-52-0345 

 

子育て世代がつどい、多様な活動や交流

ができる「地域づくり」に向けて「子育て世

代包括支援センター」を設置し、母子保健

分野と学童保育や公共塾などの子育て支援

分野の連携や協働を推進し、総合的な子育

て支援の拠点づくりを進めます。  

そして、すべての子育て世代が「川上村

に誇りを持ち、川上村で暮らし続けたい、

子どもを生み育てたい」と思えるような環

境づくりをめざします。  

地域子育て支援拠点事業をはじめと 
する総合的な交流の場づくりの推進 

 

 

本計画の基本理念の実現に向け、やまぶ

き保育園、川上小学校、川上中学校及び関

係団体、関連部署等が一体となり、村をあ

げて計画の推進を図ります。  

本計画を実施するにあたっては、村民の

理解と参加が不可欠であることから、計画

の趣旨や実施状況を広報等により周知する

とともに、村民との意見交換の場を積極的

に持ち、村民の参加と協力による計画の推

進を図ります。 

計画の推進体制  

 

本計画の進行管理については、計画の策

定（Plan)、計画に基づく取組（Do)、その

達成状況を定期的に把握し、点検・評価し

た上で（Check)、その後の取組を改善する

（Action)一連の PDCA サイクルにより行

います。 

このため、「川上村子ども・子育て会議」

において、各施策の進捗状況等を把握し、

点検・評価を行うとともに、住民福祉課を

中心とした全庁的な協議を進めます。  

計画の進行管理 


